
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①世帯に属するすべての被保険者各人（擬制世帯主を除く）の、平成２９年中の総所得金額等から基礎

控除額（３３万円）を引いた額を合計したものです。[旧ただし書き所得] 

②住民税未申告世帯は、適用区分 ア の扱いになります。 

③同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主を含む）全員が住民税非課税の世帯です。 

 

  
７０歳未満の方 

多数回該当の金額は、直近１２か月間に４か月以上高額療養費に該当する場合 

高額の医療費を支払ったときの自己負担限度額（月額） 
（平成３０年８月１日～） 

ア

イ

ウ

エ

オ

  所　得　区　分
適用
区分

自　己　負　担　限　度　額　（月　額）
多数回該当

所得６００万円超～

９０１万円以下
下記参照①

１６７，４００円＋
（医療費総額－５５８，０００円）×１％

９３，０００円

一

般

所得２１０万円超～

６００万円以下
下記参照①

８０，１００円＋
（医療費総額－２６７，０００円)×１％

４４，４００円

所得２１０万円以下
下記参照① ５７，６００円

上
位

所
得

者

所得９０１万円超
および未申告
下記参照①②

２５２，６００円＋
（医療費総額－８４２，０００円）×１％

１４０，１００円

４４，４００円

住　民　税　非　課　税
下記参照③ ３５，４００円 ２４，６００円


